
 
 

報道発表資料 

 

 

「e‐ネットキャラバン」の商標登録について 

2016/7/15 

一般財団法人マルチメディア振興センター 

 

※「e‐ネットキャラバン」とは、子どもたちがケータイやパソコンなどのインターネ

ットを安全に利用できるよう、全国で開催する「出前講座」のことです。 

詳細は http://www.e-netcaravan.jp/ 
 

１．「e‐ネットキャラバン」の表記について 

 今後の「e‐ネットキャラバン」の表記については、別紙１「「e‐ネットキャラバン」

商標の利用に関する注意事項」に従って、原則として「e‐ネットキャラバン®」と表記

してください。 

 

２．「e‐ネットキャラバン」ロゴの利用について 

 別紙２「「e‐ネットキャラバン」ロゴ使用に関する注意事項」に示す利用に関する注

意事項に従って、FMMCの「e‐ネットキャラバン」HPへのリンクや配布・投影資料など

にご活用ください。 

 

※ロゴの素材のダウンロードは以下のページからできます。 

    http://www.e-netcaravan.jp/press.html 

「e‐ネットキャラバン」の商標登録が完了しました。 

登録番号は「第 5859518 号」、登録日は 2016/6/17 です。 

 

商標「e‐ネットキャラバン」は、一般財団法人マルチメディア振興センター（FMMC）と総務

省の共同登録となっており、商標権を有する両者（以下「商標権者」という）の持分はそれ

ぞれ二分の一となります。 

なお、総務省においても「e‐ネットキャラバン」の商標登録に関する報道発表を実施してお

ります。 

総務省発表（2016/7/15） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000225.html 

http://www.e-netcaravan.jp/
http://www.e-netcaravan.jp/press.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000225.html


 
 

報道発表資料（別紙１） 

 

 

「e‐ネットキャラバン」の商標の利用に関する注意事項 

2016/7/15 

一般財団法人マルチメディア振興センター 

 

 

商標権者以外の者が「e‐ネットキャラバン」商標を利用する場合（「e‐ネットキャラ

バン」ロゴを利用する場合を除く）には、原則として「e‐ネットキャラバン®」と表記

してください。 

 

同一の書面等において複数回「e‐ネットキャラバン」の表現を使おうとする場合には、

以下の記載を当該書面の冒頭に明記することで「®」を省略して差し支えありません。 

 ※「e‐ネットキャラバン®」は、総務省及び一般財団法人マルチメディア振興センターの登

録商標です。（登録第 5859518号） 

 

なお、ここで定める以外の方法により「e‐ネットキャラバン」商標の利用を希望する

企業・団体におかれましては、一般財団法人マルチメディア振興センターまでお問い合

わせください。 

 

 

 

以上 



 
 

報道発表資料（別紙２） 

 

 

「e‐ネットキャラバン」のロゴの利用に関する注意事項 

2016/7/15 

一般財団法人マルチメディア振興センター 

 

 

 

■「e‐ネットキャラバン」ロゴの利用に関する注意事項 

 

   

※ロゴの素材のダウンロードは以下のページからできます。 

    http://www.e-netcaravan.jp/press.html 
 

※「e‐ネットキャラバン®」は、総務省及び一般財団法人マルチメディア振興センタ

ーの登録商標です。（登録第 5859518号） 

 

１．利用条件 

 

「e‐ネットキャラバン」ロゴは、クリエイティブコモンズライセンス 

  CC-BY-ND（表示—改変禁止）

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ja 

 

を守って頂くことで、営利/非営利に関わらずどなたでもご利用いただけます。 

 

※クリエイティブコモンズライセンスとは、国際的非営利組織が定義する 

著作権ルールです。 

http://creativecommons.jp/licenses/ 

 

２．印刷配布・投影資料での一時的なご利用について 

 前述の  の利用条件に従う場合には、特にＦＭＭＣへの連絡は 

http://www.e-netcaravan.jp/press.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ja
http://creativecommons.jp/licenses/


 
不要です。 

 

３．Webサイトやシステム内での継続的な利用について 

 

「e‐ネットキャラバン」ロゴを継続的な形で利用される場合には、前述の 

 を守って頂く他に、以下の対応をお願いします。 

 

・ロゴ押下時のリンク先について 

  「e‐ネットキャラバン」の HPを設定してください。 

  （現在の URL ： http://www.e-netcaravan.jp/） 

 

 ・ロゴを利用する旨のメール連絡 

「e‐ネットキャラバン」の問い合わせメールアドレス宛にご連絡願います。 

※連絡を頂く目的は利用状況の把握のためであり、承認行為を行うものではございませ

ん。 

 

 宛先：e-netcaravan@fmmc.or.jp 

標題：【「e‐ネットキャラバン」ロゴ利用連絡】株式会社◯◯×× 

内容：１．利用する目的 

２．ロゴを掲載する Web・システム等の代表的な URL 

（イントラでのご利用であればその旨の記載） 

３．利用に関する問い合わせ先の担当者の情報 

（会社名、部署、名前、電話番号、メールアドレス） 

 

 

【注意事項】 「e‐ネットキャラバン」ロゴの不正利用の場合の対応について 

 ロゴの改変やリンク先の設定が正しく実施されていない場合には、当財団よりメール等に

より、正しく利用するよう是正を求める場合があります。また、その求めにお応えいただけ

ない場合には、ＦＭＭＣの HPにおいて、不正な形で利用がなされているシステム名や URL

やその管理組織名等を掲載する場合がございますのでご承知おきください。 

 

 

以上 

 


